
ドイツ民主共和国における授業理論の検討(Ⅱ) :
「教授原理」を中心として

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-10-03

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/2297/23556URL



９

ドイツ民主共和国における授業理論の検討(Ⅲ）

－「教授原理」を中心として－－

諸岡 康哉

の課程でも教授原理についての特別の章だてが

設いだされないといった事態である。クライン

によれば，こういった教授原理に対する関心の

低下の原因としては，次の二つのものが考えら

れている。（①Ｓ309）

まず第一には，６０年代においては，ＤＤＲの

社会発展に承あって，１０年制一般陶冶・総合技

術学校(ZehnklassigeA11gemeinbildendePo-

lytechnischeOberschule)が実現されることに
●●

よって，教授学研究の勢力はそこでの教育内容

を新しく規定していくことに傾げられたことで

ある。その研究成臘果は，1966年にまとめられた

新指導要領（Lehrplanwerk）にふることがで

きる。したがってそこでの研究は，教授原理と

いった問題を背後におしやることになったとい

うのである。

第二に，こういった研究は，新指導要領で示

される授業の新しい目標・内容・条件に適した

授業の構成概念を発展させていくという努力と

統一的に行われたにもかかわらず，そこではも

っぱら，授業過程における合法則的諸関係を明

らかにしていくことが一面的に強調されること

になったのである。

しかし，こういった経過をたどりながら，教

授原理の問題は再び注目をおびてくるようにな

る。ひとつには，哲学的研究において「原理」

の概念規定がとり上げられることによって，教

授学研究においても再度，教授原理の検討が行

われるようになってくる。（本稿注①の論文は，

こういった観点での最初の試糸であるといえよ

う）

また，新指導要領についての最初の解説書で

はじめに

前回の論稿のなかで，ＤＤＲの今日の教授学

研究の課題が授業過程の合法則性を究明するこ

とにある,ととらえられていることを指摘した。

そのことと同時に，授業過程で認識された合法

則性は教授学の原理・規則という形であらわさ

れることにもふれた。したがって，教授学研究

において授業過程の合法則性の究明が最重視さ

れるのは当然であるが，その研究成果は，現実

的には，教授原理・規則という形をとって機能

すると考えられる。Ｈ・クラインもいうように

「教授原理は，教授学の歴史的発展において重

要な役割をはたしてきたし，また，社会主義学

校の発展にとっても，その肯定的な影響は否定

できないものなのである。」（①３３０９）

本稿では，今日のＤＤＲの教授学研究のなか

で，教授原理がどのような位置を占め，どのよ

うに把握されているかについて，主として，Ｈ・

クライン，Ｌ・クリンクベルクらの最近の論考

に依拠しながら検討していくことにする。

Ｉ教授原理研究の動向

ＤＤＲにおける教授学研究においては，教授

原理の問題が多くの研究者によってとりあげら

れてきたし，また，教授学関係の出版物をゑて

も，必ずといってよいほど，教授原理について

特別に記された章がふいだされる。しかし,Ｈ・

クラインも指摘するように，最近のＤＤＲの教

授原理についての関心はいささか停滞している

ように承うけられる。たとえば，ここ10年来の

教育学誌にも教授原理についての論考はほとん

ど糸うけられないし，教員養成における教授学
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あった『指導要領と授業構成』（Lehrplanwerk

undUnterrichtsgestaltung,1970.）に対して実

践家の次のような疑問も出てくるようになっ

た。すなわち，ここには（『指導要領と授業

構成』）なぜ教授原理が定式化されていないの

か。教授原理には，今日では意義をもってい

ないのかと。こういった実践的な要求によっ

て，『指導要領と授業構成』の内容をさらに発

展させた指導要領の第二の解説書である『一般

陶冶・指導要領・授業』（A11gemeinbi1dung，

Lehrplanwerk，Untenicht，1972.）において

は，「指導要領の基礎にもとづく授業構成につ

いての一連の本質的要求」（②Ｓ122～139）

が定式化されることになった。そこでは，普

通，教授原理として定式化されていた要求の

うち，とくに新指導要領による授業を構成して

いく場合に重要だと考えられる以下の４つの要

求＝教授原理が説明されている。すなわち，授

業の科学性と党派性，理論的に高度な要求水準

一授業の生活との結合性，授業における陶冶

と訓育との統一，授業における集団と個人，授

業における統一性と分化，がそれである。

さらに，教授原理の問題が注目されてくるの

は，今日の教育政策および教育学の課題にかか

わってである。

すでにＳＥＤの第８回党大会（1971年）にお

いて，すべての子どもに10年制の学校教育を実

施すること－－これは今日ではすでに実現され

ている－－と並んで，学校の内容的改革を一層

進めていくことが教育者の課題とされた。した

がって，指導要領に示されている授業の新しい

目標および内容にふさわしい授業の質を保証し

ていくことが重視されてくるのである。今や最

も重要なことは，「教育過程総体をより深く探

究し，それをできるだけうまく構成していくこ

と，つまり，具体的な方法(daskonkreteWie）

なのである｡｣(③3897）こういった課題に応

えるためには，授業内容，目標の実現のための

授業構成の概念を明らかにする必要が生じてく

る。こういった意味から，いま一度教師の実践

的行為に重要な意義をもつ教授原理をとらえ直

していくことが課題となってくるのである。

Ｉ教授原理の概念規定

クラインは，教授原理の概念規定を最近の論

文においてはＤ・キルヒヘッファ_の哲学上の

「原理」概念から導ぴきだしている。（①，④）

哲学上では，「原理」とは一定の要求体系のう

ち「ぬきんでた要求」（ausgezeichneteAuffo-

rderung）として理論的あるいは実践的行為を

ひきだす観念的な模写の－部門ととらえられ

る。それは，規範的な構成のなかで一定の目標

設定をおこない，認識論的な側面において合法

則的な関係（条件一操作一結果の関係）をあら

わしているとされる。

ぬきんでた要求の定式化によって原理が他の

諸要求からひきだされてくることになるので，

それは，他の諸要求やそれらの体系に対して高

次的特性（metacharkter)をもつことになる。

いいかえると，原理は他の諸要求にめりはりを

つけ（wichten)，それを吟味し基礎づけたもの

であるといえる。

こういったことから，原理は決定しなければ

ならない状況におかれた人間にとっての行為の

基準となるものである。原理が一定の決定を良

くないものとして占めだし，他のものを良いも

のとしてもちだしているため，決定を容易にす

るわけである。そこには，人間や人間の行為を

方向づけるすぐれて実践的な意義がある。

上述したような哲鴬上の「原理」概念は，教

授原理を規定する場合にも有効であるとして，

クラインは以下のように教授概念を定義する。

すなわち，「教授原理とは,他の教授学的ある

いは方法的な操作にめりはりをつげ，それらを

基礎づけ吟味したところの（ぬきんでた）教授

要求のことである。教授原理は，陶冶・訓育目

標を実現することをめざしている教授上の行為

・行動を規定する。（労働者階級の本質的な利

害を反映している規範的な要素を規定するので

ある｡）それは,合法則的な条件一操作一結果の

関係に基礎をおき，教授原理という名前であら

わされた操作は学校における授業のすべての形
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式（すべての学年，すべての教科）に関係す

る。さらに，教授原理は，たとえ若干の制約は

あるにせよ，社会主義社会における教授と学習

の他の諸形態にも妥当する｡」（⑤Ｓ､20）

以上はクラインによる包括的な教授原理の概

念規定であるが，これは，以前に彼が『教授原

理と規則』（⑥）の中で行った定義を精密にし

ただけであり，その方向性は同じであるとして

いる。

また，Ｌ・クリンクベルクは，クラインの概

念規定に依拠しながらもう少し整理した形で以

下の四点において原理をとらえている。（⑦Ｓ、

253）
●●

－教授原理は,授業指導の原則(Grundsdtze）

である｡それは,｢ぬきんでた要求｣として教師

の授業における教育行為をかなり規定する。
●●●

－－教授原理は一般的である。（一般的lこ妥

当するという意味において）それの妥当する

範囲は，社会主義学校のすべての教科，すべ

ての学年にわたっているのである。この一般

的教授原理とならんで，個々の教科には特殊

な原理，たとえば，外国語の授業や体育の授

業等の特殊な原則も存在している。
●●●

－教授原理は本質的である。それは，授業過

程全体に作用をおよぼし，授業過程のすべて

の側面,課題,部分過程を規定するのである。

教授原理は，授業過程の構成に決定的な影響

をおよぼすが，さらに陶冶財の選択・配列や

教科課程の構成にも決定的なものである。
●●●

－教授原理は，教師に対して一定の拘束力を

もつ。というのは，それが授業の客観的合法

則性の基礎の上にたって授業の計画と指導の

ための基本的方向づけをするからである。こ

の拘束力は管理的なものではない。むしろ，

授業過程の論理，科学的に基礎づけられた授

業指導のための教師の義務から生じてくるも

のなのである。

以上，教授原理の包括的な規定をふたが，よ

り一層教授原理の把握を確かなものにするた

め，他の教授学上のカテゴリー（法則，教育政

策，規則，授業方法）との対比の上で，とらえ

ていくことにする。

１．法則と教授原理の関係

教授原理は二つの意味で法則（Gesetz）に関

係している。一つには，原理が認識論的な立場

からゑて法則の応用であり，いま一つは，それ

が法則に規定された目標の実現に向けられてい

るということである。つまり，教授原理は，法

則に規定された目標の実現に向けて法則を応用

したものなのである。さらに，原理そのものが
●●●

客観的な関係を命令形で反復する法則であると

い､われる。クラインはこういったことを次の

ような例をあげて説明している｡(⑤Ｓ､21～22）

ＤＤＲの授業が長期的な観点にたって,生徒に

過大な要求も過少な要求もすることなく，現下

の生徒の成績水準に対して，それをたえず向上

していくという目標でのぞむなら，それは授業

の成果をあげる不可欠の条件となる。こういっ

た関係は一般的・本質的なものであり，一定の

条件の下でくり返し生じてくるものであるか

ら，一つの法則としてのメルクマールを満たし

ている。したがって，この関係から教育者に対

する要求がひきだされてくることは明らかであ

る。すなわち，すべての生徒の学力を高めると

いう目標をもって，それぞれの場合における生

徒の現下の学力水準に向けて自分の授業を行い

なさい.′要約すれば，わかりやすく，発達促

進的に授業し，過大な要求も過少の要求もしな

いこと/

この例で承られるように，ある法則にもとづ

いて，教授原理は「もしその場合にはという関

係」（Wenn-dann-Beziehung）の命令形で定式

化できるのである。そして，それは授業を成功

させるための不可欠な条件の指示（Angaben）

として定式化される。

こういった法則と原理の関係について，Ｗ・

ナウマンはとくに両者の相違点を明確にするこ

との重要性を指摘しながら次のようにまとめて

いる。

「法則は，相対的に恒常的で一定の条件の下

でくり返し生じるところの客観的に必然な一般
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合法則性にもとづいて出されてくる。７０年代の

ＤＤＲの学校の発展の｢里程標石｣であるといわ

れている第７回教育会議(1970年)においては，

こういった基本的立場として次のものが確認さ

れている｡(⑪Ｓ252)．すなわち，学校と生活

との結合,授業と生産労働・身体訓練との結合，

科学性と党派性の統一，陶冶と訓育の統一，そ

して統一性の原理といったものである。

いうまでもなく，こういった基本的立場は

ＤＤＲの社会主義的陶冶．訓育の全体を構成し

ていくことに関係しており，いいかえると社会

主義国家の陶冶・訓育の本質を性格づけている

ものである。したがって，これらは教授原理の

上位に位置づけられるものであるとされる。そ

してそのことは，教授原理のそれぞれが基本的

立場によって特徴づけられることを意味する。

教授原理は，基本的立場に対するつながりを明

確にすることによって，社会主義的な質を屯の

にするのである。つまり，社会主義的授業理論

においてもブルジョア的授業理論においても共

通してゑられるような教授原理に明確な区別を

つけることができるのである。

ところで教授原理のなかには，教育政策の基

本的立場をあらわしている用語と同じものがみ

うけられる。たとえば，「科学性」だとか「党

派性」あるいは「学校と生活との結合」などで

あるが,それらは,ＤＤＲの陶冶と訓育の本質を

特徴づけているものであるため，同時に授業の

指導と構成のための原則と承なしても論理的に

はさしつかえない。しかし，注意しておかなけ
●●

れぱならないことは，授業が陶冶と訓育の特殊

な形式であるということである。したがって，

上述した基本的立場を授業へ応用するという観

点にたって，それらを具体化し，将来の特殊性

をあらわすものへと定式化していく必要があ

る。ただ，その場合にも，いくつかの基本的立
①●●

場が授業指導にとって直接的な意義をもつだと

か，教授原理としてふさわしい具体的な定式化

ができないこともある。こういった場合には，

規則によっての説明が必要となってくる。

教育政策の基本的立場は，端的にいえば，教

的，本質的諸関係について述べたものである。

これに対して，原理は一定の目標を達成するた

めに必要でかつ一般的，本質的な教育的行為。

行動のための指図（Vorschriften）なのであ

る｡」（⑧Ｓ、174）したがって，「法則は何が機

能しており，何が生じうるのかということを確

認するのに対し，原理は何がなされなければな

らないか，何が必要なのかということを表現し

ているのである｡」（③Ｓ、176）つまり，法則

が客観的に存在している諸関係を明らかにする

だけであるのに対し，原理は何がなされるべき

かという行為のための指図をする点に大きな相

違があるわけである。

ところで,教授原理が基礎づけられる際には，

主として経験的な方法がとられる。教授原理

は，すぐれた教師の経験に依拠して基礎づけら

れるのである。ここには「すぐれた陶冶・訓育

成果をあげる教師は，授業過程の合法則性に一

致した行動をとっている確率が高い」（⑨ｓ、

326）し,彼らの経験は単に理論的に得られたも

のでなく，理論の加工や応用によって得られた

ものであるといったとらえ方がある。「進んだ

経験は進んだ理論の影響の下に存在する」（⑩

Ｓ、671）ととらえられるからなのである。

しかし，こういった経験的な基礎づけは，逆

に理論の部分として明らかにされる必要があ

る。たとえば，さきにあげた例でいえば，なぜ

過大や過少の要求をしてはならないのか，ある

いはそこにはどんな心理学的な法則性や事実が

あるのかという問いによって。原理にはこのよ

うに，経験からだけの基礎づけではなく，様々

な観点からの理論的基礎づけが同時に行われる

のである。このように考えてくれば，「原理は

一つの法則だけが応用されたものなのではな

く，授業の目標を考慮して多くの法則が共同し

て応用されているものなのである｡」（⑤Ｓ､23）

２．教授原理と教育政策の基本的立場との関

係

教育政策の基本的立場は，社会発展の一般的

合法則性や政治と教育との関係における一般的
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授原理の本質的な係数（BezugsgrMe）なので

あり，教授原理を特殊なものとすれば，基本的

立場は一般的なものという関係でとらえられる

のである。

規則と名づける。

(2)教授規則の定式化は，教授学の枠内で，そ

の際，つねに教授一般が基礎づけられるよう

なしかたで，つまり教授が行われる各教科や

各学年段階とは無関係になされるものであ

る｡教授規則においては,教授の個々の側面や

課題がとりあげられるという点で，教授原理

に対する特殊化が考えられているのである。

(3)このような教授諸規則の必要性は，とくに

学校実践から，すなわち，教授諸原理を正し

く守るために，教師にたいしてもっと特殊的

で，具体的なもろもろの指示や助言を与える

必要性から生まれてくる。

さて，次に授業指導に大きな意義をもつもの

として授業方法｢(Uhterrichtsmethode）が考

えられねばならない。ＤＤＲにおいては，「授業

方法」の概念が基本的な原則の点では一致して

いるものの，個別的にはまったくさまざまに使

用されているといわれる。（⑫）しかし，ＡＰＷ

の「授業方法の本質と機能」というテーマで開

かれた会議でのまとめによると，次のように定

義することが妥当であるとされている。それに

よれば「授業方法は，陶冶・訓育の過程を目標

志向的に，計画的に，そして効果的に指導する

ために，授業のなかで教師が行う行為，行為系

列，行動様式の模範（Muster）である｡｣(⑬Ｓ

433）この定義だけを承れば「授業方法」はき

わめて「授業原理」と類似的な概念である．し

たがって，ここでは，教授方法の研究に集中的

にとりくんでいるといわれるＥ・フールマンの

論（⑭Ｓ５４～57）に従って，教授原理と教授

方法の関係，異同をとらえて承よう。

教授方法も教授原理も，それらが授業の合法

則性にもとづいており，それから導き出される

場合に正当性をもつことや，両者が共通して

｢要求するという性格｣(AufforderungscharaL

ter）をもつこと，および授業過程の目標,教材，

条件から規定されるといったことは共通する点

である。

しかし，教授原理は教育政策の基本的立場と

ともに,教授方法の体系や性格を規定しており，

３．教授原理と規則，授業方法との関係

教授原理は教師が授業を構成したり指導する
●●●

際の一般的な原則である。したがって，すでに

述べたように教授原理はすべての教科，学年に

妥当し，教師の行動に一般的な方向性を与え

る。そのためには，必然的に教授原理は相対的

に象て抽象度が高い形で定式化されることにな

る。だから教授原理は，授業の具体的な多くの

問題には直接的に応用されるというわけにはい

かない。教育学理論が総じてそうであるよう

に，教授原理もただ一般的な認識や￣般的な原

則を具体的な状況に正しく応用していく教師の

創造的な活動ととって代わるわけにはいかない

のである。ただ，具体的な応用のための援助を

することは可能であり，その点で教授規則が位

置づけられてくる。教授規則は原理の説明を目

的とし，原理を授業の一定の側面，内容，現象

へと応用していくことを明らかにするものなの

である。

ここで，かつてクラインが教授原理と教授規

則とを法律と施行条令との関係に対比してとら

え，両者の関連・異同を次のようにまとめてい

たことをいま一度指摘しておくことにする｡

（⑥邦訳47頁）

(1)教授諸原理は，比較的高い抽象段階で定式

化される一般諸原則である。教授原理体系

は，ドイツ民主共和国における社会主義学校

の教授の，すべての本質的で一般的な諸原則

をふくんだものでなくてはならない。とくに

教師の活動のなかでこれらの教授諸原理を正

しく適用するためには，補足的で,特殊的な，

個々の場合におよぶもろもろの指示や助言等

が必要であるが，それらは教授諸原理から導

き出され，そのつど，ある教授諸原理を補充

するものとして定式化されるのである｡これ

らの特殊的な説明や叙述をわれわれは，教授
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などの教授原理をどうやって達成できるのかを

自問しなければならないだろうと。

しかし，教授原理の体系をゑた場合，原理の

数や名称や使用に関して必ずしも統一的な理解

がなされているわけではない。ちなZAに，クラ

インとクリンクベルクが挙げている原理を示し

て承ると，クヲインにあっては以下の11の原理

であるのに対して，（⑥）

（１）授業において生徒を集中的にまた社会主

義的に訓育する原理

（２）授業において生徒を意識的・創造的に活

動させる原理

（３）教師による教授の指導の原理

（４）授業における集団性の原理

（５）授業の科学性の原理

（６）授業において理論と実践とを統一する原

理

（７）直観性，すなわち具体的なものとそこか

ら抽象されたものとの統一の原理

（８）授業における陶冶と訓育との系統性およ

び首尾一貫性の原理

（９）授業のわかり易さの原理

⑩陶冶と訓育によって，すでにえられたも

のを不断に定着化する原理

⑪授業および学校で作用しているすべての

陶冶一訓育的影響の共働化の原理

一方，クリンクベルクの場合は次の９つの原

理が考えられている。（⑦Ｓ、254）

（１）科学的な陶冶とマルクス・レーニン主義

を土台にした全面的な社会主義的訓育との

統一の原理

（２）授業の生活結合性と理論と実践の統一の

原理

（３）授業の計画性と系統性の原理

（４）授業活動の教科をこえた共働の原理

（５）教師の指導的役割と生徒の自己活動の原

理

（６）授業のわかり易さの原理

（７）生徒集団との活動を基礎にした生徒の人

格への個別的接近の原理

（８）授業の直観性の原理

また，授業方法を授業に導入するにあたっても

規定的な作用をおよぼしているのである。教授

原理は授業方法の上位概念としてとらえられよ

う。さらに，教授原理（規則も含めて）は，あ

る方向を定めるという機能(orientierendeFu-

nktion）をもっているのに対し，教授方法は，

行為の系列（Handlungsfolgen）を示し，した

がって変形的機能（transformierendeFunk-

tion）を有するという点に両者の違いが認めら

れる。ただ，こういった区分は，相対的かつ流

動的なものである。授業方法にあっても方向を

定める機能を帯びる場合があり，また教授原理

においても，しばしば変形的機能が生じる場合

~とくに教授原理が規則によって具体化され

る場合において－があるからである。

Ｍ教授原理の体系性
●●⑨①

ところで教授原理は，それらの一つ一つが授

業の指導に対して意味をもつだけでなく，諸原
●●

理全体が授業指導に対して機能するということ

を考慮しなければならない。ここに教授原理の

体系性が問題となってくるのである。「教授原

理は体系的な関連のなかにあり，それぞれの原

理が相互に規定しあうとともに，相互に浸透し

あっているのである｡」（⑦３２５３～254）この

ことは，教授原理が基礎にしている授業過程の

複雑な合法則性からみて当然なことでもある。

教授原理は相互関係的に存在しているがため

に，一つの要素を脱落させたり，無視すれば，

体系全体を侵害してしまうことになる。クリン

クペルクは次の例をあげこのことを説明してい

る。（⑦Ｓ，255～256）

たとえば，ある教師が授業指導において，一

つの原理だけを無視し，他のすべての原理を考

慮していた場合，したがって授業原理を90％ZＫ

たしていたとしても，そのことで満足するわけ

にはいかない。一つの教授原理を犯すことは，
●●●

原理の全体的な連鎖(Kette)を犯すことを意味

するからである。だから，「わかり易さの原理」

を完全に犯したと思う教師は「生徒の頭を無視

した」授業で，科学性や自己活動，個別的接近
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（９）不断の成果の保障の原理

このように，教授原理の体系性一その数や

名称や使用において－については統一的理解

が十分ではない。クラインもそのことを認めて

いるし（⑤Ｓ34)，クリンクペルクも原理の数

や定式化が決定的なものとはなっていないと指

摘している。（⑦Ｓ、254）しかし，こういった

場合にあっても教授原理を体系化する場合には

守られなければならない視点として次のことを

あげている。（⑦Ｓ、254）

－－教授原理の体系は既知のすべての授業の合

法則性を考慮に入れなければならない。

－そこには，確実な授業理論の認識と社会主

義的授業実践の進歩的な経験とが基礎になっ

ていなければならない。

－教授原理の体系は，授業の様々な側面，課

題，部分過程の間にある密接な関連を考慮し

ていなければならない。

－それは，現実の学校政策上の要求や授業の

要求に合致していなければならない。

－それぞれの教授原理・規則の定式化は，理

解しやすくて，明瞭，簡潔なものでなければ

ならない。

さらにここでつけ加えておきたいことは，教

授原理のそれぞれが授業の成果をあげるための
●●

必要な条件を提示しているにすぎなし､のに対し
ＯＯ

て，教授原理の体系は，授業の成果を十分な'１，

のにするための本質的な論述でなければならな
●●

し､ということである。つまり，原理の体系は授

業の成果に対する十分条件となっていなければ

ならないわけである。

したがって，教授原理の体系を一層完全なも

のにしていくためには，体系そのものを構造的

にどうとらえていくかということが重要な課題

となってくる。こういった課題にこたえて，ク

リンクベルクは，従来の研究における原理の分

類の観点が精密でなかったり，納得性や一貫性

に欠けていたことを指摘し，次のような教授原

理の分類を提出しているのである。（⑦Ｓ、２７４

～277）

まず最初に分類の観点として考えられるもの

Iま，授業を特徴づけている学校政策的・一般教

育学的な法則・原則と認識論的な法則。原則お

よび狭い意味での教授学的一心理学的な法則・

原則の三つのものである。第一のカテゴリーに

は，たとえば，科学性，党派性，生活結合性の

統一という原理，あるいは訓育的な授業の原理

などが含まれる．第二のものには，理論と実践

との統一という原理や具体的なものと抽象的な

ものとの統一という原理が含まれる。さらに第

三のものには，わかり易さの原理，生徒への個

別的接近の原理などが含まれるのである｡

さらに〃教授原理を教授機能により強く結び

つけてとらえるなら，原理を次の４つのカテゴ

リーに分類することができよう。

（１）授業の目標にかかわる原理

（２）新しい教材による作業にかかわる原理

（３）教授の定着性及び成果の確認にかかわる

原理

（４）成績の評価及び生徒の評価にかかわる原

理

最後に考えられる教授原理の分類の観点とし

ては，教授原理を授業過程の本質的な構成要素

に従って類型化するものである。授業過程の構

成要素は通常，目標，教材，生徒の活動から成

立している。したがって，次の三つのカテゴリ

ーにおいて教授原理の分類が可能となる。

（１）目標にかかわる教授原理

一全面的な社会主義的人格発達の原理，人

格発達の基礎としての高度な一般陶冶を伝

達する原理

~マルクス・レーニン主義の基礎にたって

陶冶と社会主義的訓育とを統一する原理

一強固な知識および確固たる社会主義的確

信を形成するための基礎として確実に知識

を伝達する原理

一授業における教材や方法に対して，社会

主義的な陶冶・訓育目標が指導的な役割を

はたすという原理

（２）教材とのとりくゑにおける教授原理

一授業の科学性と党派性の原理

一授業を，生活や労働者階級，マルクス．
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inzipien（"Pddagogik'，Ｈｅｆｔ４，1972.）

２）A11gemeinbildung､LehrplanwerkUnterricht，

１９７２．

３）Ｇ・Neuner，UntersuchungdesProzesses

sozialistischerPers6nlichkeitsbildung-

Hauptaufgabedermarxistisch-1enistischen

PEidagogik,（``Hidagogik'，HeftlO､11,1974.）

４）クラインはキルヒヘツファ－の以下の論文にも

とづいている．DKirchh6fer，Weltanschaul-

icheundsozialeAspektederFunktion，

BegriindungundBewertuugvonPrinzipien

undderVersucheinerPrazisierungdes

PrinzipienbegriffesdermarxistiscMenistis-

chenPhilosophie，１９７１．

５）HK1einWesenundBedeutungderdidakti-

schenPrinzipienundNotwendigkeitihrer

Weiterentwicklung．（I､：BeitrdgezurPdda-

gogikBd5,DidaktischePrinzipienl976.）

６）HK1ein，DidaktischePrinzipienundRegeln，

1961．（吉本均訳『教授の原則』1964年，明治

図書）

７）LK1ingberg,EinfiihrungindieA11gemeine

Didaktik’１９７３．

８）Ｗ・Naumann，EinfiihrungindiePddagogik，

１９７５．

９）Ｕ・Drews，ZueinigenFragenderGesetz-

m且βigkeitendesUnterrichtsprozessesaus

didaktischerSicht，（"Hidagogik，，Ｈｅｆｔ４，

１９７２）

10）GPippig,PiidagogischeGesetzeundPraxis

deｓＬehrers，（"脳dagogik'，Ｈｅｆｔ７，1971）

11）K-HGiintherusw.，GeschichtederSchule，

1974.

12）参照，藤原幸男「東ドイツ教授学に関する研究

（Ⅱ）－授業方法研究の動向一」（琉球大学教

育学部紀要1977年）

13）Autorenkollektiv，WesenundFunktionder

Unterrichtsmethodenindersozialistischen

SchulederDDR,（"Pddagogik',Heft5,1972.）

14）EFuhrmann,HWeck，Forschungsproblem

Unterrichtsmethoden，1976.

レーニン主義政党の指導の下で行われる勤

労者の闘争や社会的活動や生徒の生活上の

承とおしと結合させていく原理

一授業の教材を計画的かつ体系的に伝達し

ていく原理

一教材に適合した教授指導の原理

一認識過程に即して教材の伝達・習得をめ

ざしていく原理

一本質的なものを強調する原理

－古い教材と新しい教材とを結合させる原

理

一授業の教材を教科をこえて共働化させて

いく原理

（３）授業における生徒の立場，活動，発達に

関する原理

一教師の指導的役割と生徒の創造的な自己

活動と統一していく原理

一生徒の多面的な学習の原理

一年今に合わせていくという原理

一直観性の原理，具体的なものと抽象的な

ものとの結合，感情と理性との結合の原理

一授業における生徒集団の発達および授業

の成果をあげるために生徒集団の可能性を

用いる原理

一生徒や生徒集団の発達において肯定的な

ものをめざしていく原理

一統一と分化の原理，生徒への個別的接近

の原理

以上，ＤＤＲの教授学研究における教授原理

の問題をクラインおよびクリンクベルクの論を

中心として概括的に述べてきた。しかし，それ

ぞれの教授原理の内容についての検討は行えな

かった。この点については，次回からの研究課

題としておきたい。

＜注＞

１）HK1ein,ZurFunktionundzurWeiteren-

twicklungeinesSystemsdidaktischerPr－


